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総務省コンプライアンス室 

 

補助金等に係る予算執行の適正化確保について 

 

 

１ 調査の端緒及び調査対象事案 

  平成 23 年 2 月、総務省コンプライアンス室ホットライン（弁護士による通報受付）

に寄せられた「総務省の交付金事業であるＩＣＴふるさと元気事業（平成 21 年度第

二次補正予算事業）の採択事業のうち、ある NPO 法人が行っている事業について、補

助金等の不適正な交付が行われるおそれがある」との通報を契機として、当該法人案

件を調査したところ、不適正な執行が疑われる状況がみられたことから、他の採択事

業も含めて、その執行状況を調査した（NPO 法人４法人：交付金事業４、委託事業１）。

調査に当たっては、弁護士、情報通信システム専門家等の外部の有識者を活用した。 

 

２ 調査結果 

（１） 事業実施における問題 

ア 事業主体である NPO 法人とその関係企業による不透明な契約関係 

   今回調査した４NPO 法人の役員と契約先企業との関係（調査時点）をみると、 

  ① NPO 法人の理事長及び副理事長が契約先企業の設立時取締役であるケース、 

  ② NPO 法人の代表理事が契約先企業の取締役で、その配偶者が同社代表取締役で

あるケース、 

  ③ NPO 法人の副理事長及び理事が契約先企業の子会社社員であるケース、 

  ④ NPO 法人役員等の兼職はないが、かねてより関係の深い企業との実質的な共同

事業として事業展開を考えていたケース となっている。 

   この契約関係が直ちに不適正とはいえないが、下記イの契約価格の妥当性が担保

されていない状況と相まって、補助金等の不適正な執行状況を生じさせる温床とな

っていると考えられる。 

   また、調査した中には、総事業費を事業主体 NPO 法人に有利子で貸し付けた企業

（同社の代表取締役は、当該 NPO 法人監事（当時））に、事業費が還流する構図と

なっているものもみられた。 

イ 適正な競争環境に置かれておらず、契約価格の妥当性が担保されていない状況 

   ＩＣＴふるさと元気事業については、その交付要綱において、契約に当たっては

一般競争入札によることが原則とされている。 

   しかし、ほとんど一般競争入札は行われておらず、かつ、随意契約とした正当な

理由も示されていない。さらに、相見積についても、ⅰ）当該 NPO 法人の役員が会

社設立時の取締役となっている会社で、従業員が１名であり、自社では当該業務の
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履行が困難と思われるものや、ⅱ）契約先企業から紹介された当該契約先企業のデ

ィーラー企業等が相見積提出企業となっており、公正・適正な競争関係の下で契約

されたとは言えない状況となっている。 

   このような状況となっている事業主体及び契約先企業における原因としては、 

  ① 事業主体である NPO 法人の事務管理・処理能力が乏しいこと、 

  ② 当初から NPO 法人関係企業での事業展開を考えており、他の企業の参入を予定

していなかったと思われること、 

  ③ 事業主体及び契約先企業において、「補助金等が公金であり、効率的に事業を

実施し、可能な限り経費を節減すべきである」という意識に欠いており、当該 NPO

法人と関係企業等で交付金をすべて分け合うような構図となっていること等が

挙げられる。 

ウ システム開発経費の過大計上 

   システム開発（ソフト及びハード）は、専門性の高い分野であり、システム開発

経費を精査する能力を有する者は限られる状況となっている。 

   このような状況は、事業主体やその契約先企業がシステム開発経費を過大に計上

し易い環境を作っていると考えられ、今回、情報通信システム専門家によるシステ

ム査定を実施したところ、査定を実施し交付額を確定した２事業（システム開発経

費の総計）では、交付決定額 4,874 万円に対し、減額が▲3,391 万円、システム査

定後の経費は 1,483 万円と、事業主体が交付決定時に計上した経費を大幅に下回る

ものであることが明らかとなった。 

 

エ 減額状況 

   調査の結果、交付決定額・委託額からの減額状況は以下のとおり。 

   （万円。十万の位を四捨五入） 

法人 

（主な事業内容） 

Ａ法人 

（ﾃﾚﾜｰｸ） 

Ｂ法人 

（TV 生活相談）

Ｃ法人 

（ICT 人材育成）

Ｄ法人 

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ） 

   計 

 

交付決定額等 １９,９００ ８,０００ １０,０００ ８,０００ ４５，９００

減 額 ▲１６,５００ ▲４,７００ ▲２,７００ ▲８００ ▲２４，８００

確定額 ３,４００ ３,３００ ７,３００ ７,１００ ２１，１００

※ Ｃ法人及びＤ法人は、今後、システム査定の結果に応じ、更に対処する予定。 

  四捨五入の関係で計が左欄の足し上げと一致しないものがある。 

 

（２）行政庁における問題 

 ア ＩＣＴふるさと元気事業の採択、実効性についての問題 

   ＩＣＴふるさと元気事業は、「医療、介護、(略)など公共分野において、地域に

密着した NPO 法人等を ICT 人材として育成・活用しながら、ICT を導入・利活用す



ることにより、地域雇用の創出・拡大とともに、地域の公共サービスの充実を図

る取組を総合的に支援する」ものとされ、選定基準として「高い雇用効果を有す

る事業」が掲げられている。 

   しかし、今回調査した事業においても、本来的な「雇用」と言える効果の発現が

不十分な状況のものが認められ、さらに、今回調査した事業以外にも、ⅰ）地方

公共団体の全世帯にインターネット接続テレビを配付・設置する事業等その採択

自体に疑問を有するものや、ⅱ）事業期間終了後においても事業が本格稼働して

いないもの等がみられる。 

 イ 交付決定内容の不明確性 

   行政庁による交付決定通知書において、交付決定の内容（採択した事業の内容）

が不明確となっており、これは、事業主体と行政庁との間で事業内容についての

認識に乖離を生じさせる原因となり、当該事業の検証や改善措置等を迅速かつ適

確に行う際の支障となっている。 

   また、これは、事業主体にとっては、事業が終了して初めて減額等の措置の連絡

を受け困惑する状況や、事業進捗管理の甘さを惹起させる誘因となっていると考

えられる。 

 ウ 一般競争入札原則の交付条件への不記載 

   ＩＣＴふるさと元気事業においては、一般競争入札を原則とすべきことが交付の

条件として定められておらず、交付要綱への記載にとどまっている。 

 エ システム開発経費審査の不十分性 

   システム開発経費は、今回システム査定を実施したいずれの事業においても大幅

に過大な計上となっているが、この原因の一つには、行政庁においてシステム開

発について適確に審査・査定する仕組みが存在しないことが挙げられる。 

 オ 事業管理・運営段階における行政庁側の対応の不十分性 

  ・ 交付決定における行政庁による確認・審査が不十分 

  ・ 事業主体としての NPO 法人に対する適格性審査が不十分 

  ・ 事業期間途中における行政庁の調査・指導等が実施されていない。 

  ・ 一つの所管課で数百件に上る採択事業を審査するものとなっており、十分な審

査が行えない状況 

 

３ 提 言 

  以上のとおり、平成 21 年度第２次補正予算で実施されたＩＣＴふるさと元気事業

等については、これに携わる行政庁職員の意識、体制及び能力が不十分であること及

び、採択、交付決定、事業途中の管理、審査等事業の各段階において問題が認められ

ることから、予算が有効かつ適正に執行されているとは言い難い状況となっている。 

  一方、我が国は、現在、東日本大震災への対処・復興のため全力を挙げて取り組ま

なければならない時であり、国の予算執行等において僅かな無駄も許されない状況に



ある。 

  今回の当室の調査により明らかになった問題は、今回調査した事業にとどまらず、

ＩＣＴふるさと元気事業の他の採択事業及び他の補助金等事業（特に、情報通信シス

テム関連事業）についても認められるものと判断され、他の事業についても、予算の

有効な配分、予算執行の適正化を図る観点から精査の上、その状況に応じ、今回の措

置と同様に交付金の減額等の措置を講ずる必要がある。さらに、今回の調査で明らか

になった補助金等に関する不適切な予算執行の実態・問題を踏まえ、国費の無駄遣い

が生じることを防止するため、補助事業の採択、交付決定の在り方、事業実施段階に

おける実施内容についての確認、事業実績報告の厳格な審査の在り方等について、制

度及び運用の抜本的な改善を図る必要がある。 

 

  したがって、総務省は、速やかに以下の取組を実施する必要がある。 

 １ 今回の調査で行政及び事業主体の両者に問題のあることが明らかになったこと

を踏まえ、公正・中立に、予算執行等の適正化を確保し、情報通信システム関連の

補助金等の制度及び運用の抜本的改善を図るため、コンプライアンス、情報通信シ

ステム、会計経理等についての外部の有識者による総務大臣直属の調査・検討体制

を設けること。 

 ２ 今回調査した事業以外のＩＣＴふるさと元気事業の採択事業（事業主体が NPO 法

人の事業及び第三セクターの事業）について、上記１の大臣直属の体制による指

導・助言等に基づき、当該事業の有用性・有効性、契約関係の適正性、契約方法及

び契約価格の妥当性等について厳格な調査・検証を行い、交付金の返還命令等、個

別案件に応じ、厳正な措置を講ずること。 

   また、地域ＩＣＴ利活用広域連携事業（事業主体が NPO 法人の事業及び第三セク

ターの事業）の平成 23 年度継続採択の審査においても、上記１の大臣直属の体制

による評価・助言を仰ぎ、有用性・有効性等の観点から厳格な審査を行うこと。 

   さらに、上記調査・検証等の結果明らかになった問題（今回の当室調査により判

明した問題を含む。）については、今後、補助金等事業を遂行するに当たり、その

改善を図ること。 

 ３ 上記１の大臣直属の体制の下、行政庁職員の意識改革、審査体制等の整備、情報

通信システム関連の補助金等事業の制度改革（諸外国の制度調査を含む。）につい

て、調査・検討を実施すること。 

以上 


